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 対象業務の追加に至った

改正の経緯

　来年 4月から労基法施行規則が

改正され，専門業務型裁量労働制

の対象業務が拡大されることにな

りました。専門業務型裁量労働と

して，新たに，銀行または証券会

社における顧客の合併および買収

に関する調査または分析およびこ

れに基づく合併および買収に関す

る考案および助言の業務（いわゆ

るM&Aアドバイザーの業務）が

追加されることになりました。

　しかしながら，これまで議論さ

れていた企画業務型裁量労働制の

拡大は見送られることになりまし

た。このあたりの事情について探

っていこうと思います。

　振り返れば，2018年のいわゆ

る“働き方改革国会”で，企画業

務型裁量労働制の対象業務を拡大

し，新たに“課題解決型の開発提

案業務”と“裁量的にPDCAを回

す業務”を追加するという労働基

準法改正案が審議される予定でし

た。

　改正法案が提出される直前の国

会質疑の中で，安倍首相（当時）

により，“裁量労働制で働く労働

者の労働時間は平均的な者で比べ

れば一般労働者よりも短いという

データがある”旨の答弁がなされ

ました。しかしながら，この答弁

の根拠とした“平成25年度労働

時間等総合実態調査”の中で，裁

量労働ではない一般労働者の 1ヵ

月のうち『最も長い残業時間』の

データに 1日の法定労働時間であ

る 8時間を単純に加えて 1日の労

働時間を 9時間37分としていた

のに対して，裁量労働者には通常

の 1日の労働時間を質問，その結

果としての 9時間16分を使い，両

者の労働時間を比較したうえで，

裁量労働者の労働時間が短いとし

ていたことが判明しました。

　結局は，安倍首相が国会で謝罪

する事態に追い込まれ，働き方改

革関連法案の国会提出前の段階で

当該法案から企画業務型裁量労働

改正法案は削除されることになり

ました。もう 5年も前のことなの

で，このあたりの記憶は曖昧にな

っている読者諸氏もいるかと思い

ます。

　しかしながら，裁量労働制の対

象業務を拡大する動きは，当時の

経済界の強い要望を反映したもの

でしたので，裁量労働制対象業務

の拡大というテーマは厚生労働省

の労働政策審議会（労働条件分科

会）において，2019年 7月から

2023年 2月まで継続して審議さ

れていました。その結果が，2023

年 3月30日付けでの，金融機関

のM&A業務を（企画業務型では

なく）専門業務型裁量労働に新た

に追加するという労働基準法施行

規則の改正となったというのが大

枠の経緯です。

 厚労大臣の権限内で決定

　2018年は国会の場で当時の安

倍首相が野党各党から何度も何度

も，裁量労働に関連する質問を受

けていました。ご存じの通り，裁

量労働は，労使間で例えば裁量労

働制のみなし労働時間をあらかじ

め 1日 7時間と決めた場合は，実

際の労働時間が 4時間であろうと

10時間であろうと，決められた
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7時間を働いたこととみなされ，

これがそのまま給与に反映される

という特別な制度です。時間外労

働という概念がないため，使用者

は裁量労働適用者に対しては残業

代支払いの義務を負いません。野

党は，裁量労働は過重労働の温床

であり，対象業務の拡大は許され

ないとして対立してきました。

　ところが今回の通常国会では岸

田首相は，そのような対立の場面

には一度も出くわさずに済んだよ

うです。2018年当時の政府は労

働基準法の改正を目指して，衆参

の厚生労働委員会での審議も含

め，国会での与野党の論戦を覚悟

していました。しかしながら，今

回の無風状態は，国会の審議を通

さず厚生労働大臣の権限で決定・

実施できる労働基準法施行規則の

改正による裁量労働の拡大で終わ

らせようとしたからに他なりませ

ん。

　今回は予算の成立が 3月28日，

4月からは主要法案の与野党の論

戦が始まりますが，その前の 3月

30日で裁量労働制の対象業務拡

大の労働基準法施行規則は加藤厚

生労働大臣（当時）の権限で決定

されています。そんなこともあっ

てか，テレビも新聞も，今回の裁

量労働制の対象業務の拡大につい

ては，ほとんど報道もされていま

せんし，国民の関心も薄いようで

す。

極めて限定的な対象業務の

拡大に留まる

　労働条件分科会での審議をみて

みましょう。ここからは筆者のコ

メントは控えめにして分科会での

審議記録を抜粋していきます。

　当初，使用者側委員から働き方

改革関連法案の要綱に企画業務型

裁量労働制の対象業務への追加と

された課題解決型開発提案業務と

裁量的にPDCAサイクルを回す業

務の 2つの必要性はむしろ高まっ

てきているという意見はあったも

のの，事務方である厚生労働省労

働条件課長より「企画型は企画，

立案，調査および分析という業務

になっておりますので，基本的に

はこちらで業種など，例えば何々

業という形で限定することは困難

であると考えております」という

コメントや“課題解決型の開発提

案業務”と“裁量的にPDCAを回

す業務”についても，「現行制度

との関係でいうと，専門業務型裁

量労働制の対象業務との関係で，

例えば，情報システムの構築に関

してハードウェアとソフトウェア

の開発を一体として行うというこ

とであれば，①の新商品・新技術

の研究開発と②，あるいは⑦とい

った情報システム関係の業務にま

たがる業務と整理できる可能性が

あるのではないか。あるいは，情

報システム関係の業務の中で②の

いわゆるシステムエンジニア，シ

ステムの分析・設計の業務と⑦の

システムコンサルタントの業務に

またがるような業務という形で整

理できる可能性があるのではない

か」との意見等から，経済界が希

望した“課題解決型の開発提案業

務”と“裁量的にPDCAを回す業

務”については，まずは現行の専

門業務型裁量労働制の①新商品・

新技術の研究開発，②システムエ

ンジニアの業務，⑦システムコン

サルタントの業務を中心とする，

既存の専門業務型裁量労働制の対

象業務の適用で対応するという意

見が現れ，この広く活用できる企

画業務型の裁量労働の改正は行わ

ないという方向性は，裁量労働の

拡大そのものに反対もしくは懐疑

的な労働者側委員はもちろん反対

はせずという流れだったようで

す。

　そのような経緯を経て，働き方

改革国会当時から企業側が望んで

いた“課題解決型の開発提案業務”

と“裁量的にPDCAを回す業務”

を裁量労働の対象とすることは見

送られ，2015年からの裁量労働

制の適用拡大議論はつまるとこ

ろ，銀行・証券におけるM&Aア

ドバイザーの業務を専門業務型裁

量労働に加えるという，極めて限

定的なものに留まるという結果と

なりました。欧米では当然のEx-

empt対応が今回も実現すること

はありませんでした。
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